
戸田市学童保育室運営等事業費補助事業実施要綱 

平成２４年 

市長決裁 

（目的） 

第１条 この要綱は、市内で放課後児童健全育成事業（児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業を

いう。以下同じ。）を実施するものに対し、予算の範囲内において戸田市学

童保育室運営等事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付し、放課後

児童健全育成事業の進展を図ることを目的とする。 

２ 前項の補助金の交付手続等に関しては、戸田市補助金等交付規則（平成２

１年規則第６号。以下「交付規則」という。）に定めるもののほか、この要

綱に定めるところによる。 

３ この要綱において「学童保育室」とは、放課後児童健全育成事業を実施す

る場所である放課後児童クラブで、市内に設置されるもの（市により設置さ

れるものを除く。）をいう。 

（補助対象事業） 

第２条 補助対象事業は、補助対象者が別表第１の要件に従い、市内で実施す

る放課後児童健全育成事業とする。 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、社会福祉法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財

団法人、学校法人、株式会社、合同会社、有限会社及び特定非営利活動法人

で、かつ、児童福祉法第３４条の８に規定する放課後児童健全育成事業開始

の届出が行われている学童保育室を運営するものとする。 

（補助金の額及び交付時期） 

第４条 補助金の額及び交付時期は、別表第２に定めるとおりとする。 

（申請の期限） 

第５条 補助金の申請期限は、当該事業年度の４月１０日とする。 

（補助金等交付申請書に添付する書類） 

第６条 交付規則第８条第１項の補助金等交付申請書に添付する書類は、交付

規則に定める書類及び経営状況に関する書類（別表第３）とする。ただし、

市長が特に不要と認める書類については、この限りでない。 

（補助金等交付決定通知に加える条件） 



第７条 市長は、交付規則第１０条第２項に規定するところにより、補助金の

交付決定に際し、次に掲げる条件を付するものとする。 

(1) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければな

らない。 

(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった

場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。 

(3) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事

業により取得し、又は効用の増加した価格が５０万円以上の機械及び器具

については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制

限期間（令和５年こども家庭庁告示第９号）で定めている処分制限期間を

経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して

使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄し

てはならない。 

(4) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合に

は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。 

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了

後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的

な運用を図らなければならない。 

(6) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに

市長に報告しなければならない。この場合において、事業者が全国的に事

業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自ら消費

税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及

び地方消費税の申告を行っている場合には、本部の課税売上割合等の申告

内容に基づき報告を行うこと。 

(7) 前号前段の規定による報告があった場合には、当該報告に係る仕入控

除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。 

(8) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支

出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了

の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた

日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

(9) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金



等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた

指定寄付金を除く。 

(10) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するな

ど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。 

(11) 補助決定事業者が前各号により付した条件に違反した場合には、この

補助金の全部又は一部を市に納付させることができる。 

(12) 市長又は市の委託を受けた代理者は、必要と認めるときは、補助決定

事業者の施設の設備又は運営について調査することができる。 

(13) 補助決定事業者は、本事業に係る書類の作成、その他本補助金の交付

条件に基づき必要とする一切の費用を負担すること。 

(14) 補助金の請求金額は、４月分から翌年の２月分までは決定金額を１２

で除した金額（千円未満切捨て）とし、３月分については、未交付額全額

とする。 

(15) 構成する児童の数が年間平均１０人未満である支援の単位に対する補

助については、補助を取り消すことがある。 

（実績報告の期限） 

第８条 交付規則第１６条の実績報告は、当該事業年度の３月末日までに提出

しなければならない。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２４年３月２２日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、市長決裁の日から施行し、改正後の戸田市学童保育室運営等事

業費補助事業実施要綱の規定は、令和６年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 



別表第１（第２条関係） 

戸田市学童保育室運営等事業費補助金交付対象の要件 

戸田市学童保育室運営等事業費補助金の交付を受ける場合、次表に掲げる要

件のすべてを満たしていることとする。 

項目 内容 

施設要件 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）を遵守した施

設であること。 

児童１人につき設備部分（トイレ、物置等）を除いて

１．６５m２以上を確保され、衛生及び安全に配慮された

施設であること。 

多数の児童と指導員が生活するために必要な施設・設備

が備えられていること。 

  

 設備 トイレ、洗面所、台所、消防設備（消火器等）の設置が

あること。 

その他保育に必要となる設備は任意設置すること。 

定員設定 原則として最小１０人から最大４０人まで 

防火管理 消防法（昭和２３年法律第１８６号）を遵守し、必要に

応じて防火管理者を配置すること。（ただし、集合住宅

等を賃借し、学童保育室を実施する場合は、同一棟内に

防火管理者がいれば、この限りでない。） 

運営要件 対象児童 小学校に通学する児童及び特別支援学級に通学する児童 

（児童福祉法第６条の３第２項） 

入室条件 ・保護者が、日中に自宅外で就労又は就学している場合

（自宅での自営を含む。） 

・保護者が、疾病又は負傷のため自宅で療養している場

合 

・保護者が長期にわたり入院若しくは通院又は他の家族

の看護をしている場合 

・母親が、出産予定日６週間前の日から出産後１年を経

過する日までの期間にある場合 

開室日 月曜日から土曜日まで 



（ただし、以下休室日を除く。） 

休室日 日曜日 

祝日 

年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 

開室時間 月曜日から金曜日まで（振替休日は除く。） 

放課後から午後７時以上 

土曜日、長期休業日及び月から金曜日までで振替休日の

場合 

午前８時から午後７時以上 

利用料（保育料） 市の基準と同等程度とし、徴収することとする。 

 



別表第２（第４条関係） 

補助対象事業及び補助額一覧表 

補助区

分 

補助基準額等 適用要件等 請求締

切 

交付時期 

運営基

本額 

(1) 構成する児童の数が１人

以上１９人以下の支援の単位 

２,６２９,０００円－（１９

人－支援の単位を構成する児

童の数）×２９,０００円 

(2) 構成する児童の数が２０

人以上３５人以下の支援の単

位 

４,８６８,０００円－（３６

人－支援の単位を構成する児

童数）×２６,０００円 

(3) 構成する児童の数が３６

人以上４５人以下の支援の単

位 

４,８６８,０００円 

(4) 構成する児童の数が４６

人以上７０人以下の支援の単

位 

４,８６８,０００円－（支援

の単位を構成する児童の数－

４５人）×７５,０００円 

(5) 構成する児童の数が７１

人以上の支援の単位 

２,９１７,０００円 

※ 実施月数（１月に満たない

端数を生じたときは、これを

１月とする。）が１２月に満

１ 各学童保

育室の運営

に要する基

礎経費及び

児童数にお

いては、年

間平均数と

する。 

２ 原則とし

て児童数１

０人以上。

ただし、特

段の理由に

より市長が

必要と認め

た場合は、

１０人未満

でも対象 

３ 放課後児

童支援員の

配置につい

ては、「放

課後児童健

全育成事業

の設備及び

運営に関す

る基準（平

４月、

７月、

１０

月、１

月の１

０日ま

でとす

る。 

 

四半期ごとに

請求の日から

３０日以内 



たない場合には、基準額に

「実施月数÷１２」を乗じた

額（１円未満切り捨て）とす

る。 

成２６年厚

生労働省令

第６３

号）」に従

い各支援単

位の児童数

に応じて配

置 

家賃加

算 

使用料年額（１,８００千円ま

で） 

建物使用料及

び自己施設の

土地使用料 

開所日

数加算 

２０千円×（年間開所日数－２

５０日） 

原則として１

日８時間以上

開所 

長時

間開

所加

算 

（２

５０

日以

上） 

長

期

休

暇

等

分 

１９０千円×「１日８時間を超

える時間」の年間平均時間数 

１日８時間を

超えて開所 

  

障害児

受入推

進費 

２，０５９千円 

※障害児在籍月数（１月に満た

ない端数を生じたときは、これ

を１月とする。）が１２月に満

たない場合には、基準額に「障

害児在籍月数÷１２」を乗じた

額（１円未満切り捨て）とす

る。 

障害児を１人

以上受け入れ

る場合に、専

門知識等を有

する放課後児

童支援員等を

配置 

医療的 (1) 看護職員等を配置 ４， 医療的ケア児



ケア児

受入推

進費 

０６１千円 

(2) 看護職員等が送迎支援等

を実施 １，３５３千円 

※事業実施月数（１月に満たな

い端数を生じたときは、これを

１月とする。）が１２月に満た

ない場合には、算定された基準

額に「事業実施月数÷１２」を

乗じた額（１円未満切り捨て）

とする。 

を受けるため

に必要な看護

職員の配置及

び送迎支援等

の実施にかか

る経費 

食糧費

加算 

登録児童数×年間開所日数×日

額８０円 

登録児童 

送迎費

支援 

５３６千円まで 

※実施月数（１月に満たない端

数を生じたときは、これを１月

とする。）が１２月に満たない

場合には、基準額に「実施月数

÷１２」を乗じた額（１円未満

切り捨て）とする。 

車両に係る燃

料費及び運転

手の人件費又

は児童への付

き添いに係る

人件費 

処遇改

善費 

以下の(1)及び(2)を対象とし、

１つの支援の単位が同時に対象

となることはできない。 

(1) 家庭、学校等との連絡及

び情報交換等の育成支援に従

事する職員を配置 

１，６７８千円 

(2) (1)に加え、地域との連

携・協力等の育成支援に従事

する常勤職員を配置 

３，１５８千円 

※実施月数（１月に満たない端

平日は１８時

３０分を超え

て開所し、長

期休暇期間等

の場合は１日

８時間以上開

所しており、

かつ年間２５

０日以上開所

している学童

保育室におい

て、平成２５



数を生じたときは、これを１月

とする。）が１２月に満たない

場合には、基準額に「実施月数

÷１２」を乗じた額（１円未満

切り捨て）とする。 

年度の当該学

童保育室の職

員賃金水準に

対する改善を

実施 

障害児

賠償責

任保険

料加算 

１学童保育室年額 １０千円 障害児が１人

以上加入して

いる学童保育

室 

加入月

の翌月

の５日 

新型コ

ロナウ

イルス

感染症

対策支

援事業 

新型コロナウイルス感染症拡大

防止を図るために要した経費 

定員１９人以下 ３００千円ま

で 

定員２０人以上５９人以下 ４

００千円まで 

定員６０人以上 ５００千円ま

で 

新型コロナウ

イルス感染症

拡大防止を図

るための備品

等の購入、事

業所等の消

毒、感染症予

防の広報・啓

発等に要した

経費（飲食物

費を除く。） 

請求年

度の末

日 

請求の日から

６０日以内 

新型コロナウイルス感染症拡大

防止を図るために要した改修費 

１学童保育室年額 １，０００

千円まで 

新型コロナウ

イルス感染症

等の感染症対

策のために必

要となる改修

や設備の整備

等に限る 

ICT化推

進事業 

５００千円まで インターネッ

ト環境整備に

係る導入経費

（工事費、機



器購入費） 

放課後

児童支

援員等

処遇改

善事業

（月額

９,００

０円相

当賃金

改善） 

１１,０００円×賃金改善対象

者数×事業実施月数 

※「賃金改善対象者数」とは、

賃金改善を行う常勤職員数に、

１月当たりの勤務時間数を就業

規則等で定めた常勤の１月当た

りの勤務時間数で除した非常勤

職員数（常勤換算）を加えたも

のをいう。なお、「賃金改善対

象者数」については、当該年度

以降において、賃金改善が行わ

れている又は賃金改善を行う見

込みの職員で、放課後児童クラ

ブに勤務している職員により算

出すること。ただし、新規採用

等により、賃金改善対象者数の

増加が見込まれる場合には、適

宜賃金対象者数に反映し、算出

すること。なお、補助基準単価

には、当該賃金改善に伴い増加

する法定福利費等の事業主負担

分を含んでいる。 

放課後児童支

援員等処遇改

善臨時特例事

業（月額９,

０００円相当

賃金改善）の

実施に必要な

経費 

 四半期ごとに

請求の日から

３０日以内 

放課後

児童支

援員キ

ャリア

アップ

処遇改

善事業 

１支援の単位当たりの次に掲げ

る(1)から(3)までの合計額 

(1) 放課後児童支援員を配置

 対象職員１人当たり１３

１,０００円 

(2) おおむね経験年数５年以

上の放課後児童支援員で、一

定の研修を受講したものを配

放課後児童支

援員キャリア

アップ処遇改

善事業の実施

に必要な経費

（給料、職員

手当（時間外

勤務手当、期

  



置 対象職員１人当たり２６

３,０００円 

(3) (2)の条件を満たすおおむ

ね経験年数１０年以上の放課

後児童支援員で、事務所長

（マネジメント）的立場にあ

る者を配置 対象職員１人当

たり３９４,０００円 

※ １支援の単位当たりの基準

額は、９１９,０００円を上

限とする。 

※ 事業実施月数（１月に満た

ない端数を生じたときは、こ

れを１月とする。）が１２月

に満たない場合には、算定さ

れた基準額に「事業実施月数

÷１２」を乗じた額（１円未

満切り捨て）とする。 

末勤勉手当及

び通勤手

当）、共済費

（社会保険

料）、賃金、

委託料及び補

助金） 

放課後

児童ク

ラブ障

害児受

入促進

事業 

１学童保育室年額 １,０００

千円まで 

障害児を受け

入れるために

必要な改修、

設備の整備・

修繕及び備品

を購入するた

めに要した経

費 

  

 

  



別表第３（第６条関係） 

経営状況に関する書類 

基準 提出書類 

円滑な事業運営が可能であること。 

事業実施のための専用施設を有するか、又は継続

的な貸与が見込まれること。 

学童保育室事業の実績があるか、又は当事業実施

が十分見込まれること。 

事業の継続運営が可能であること。 

賃貸借契約書等 

事業経歴書（法人） 

その他市長が必要と認め

る書類 

 


